
○平成２０年度当初予算　総額　１，６４５億３，８３１万７千円（一般会計＋特別会計）
（※重複する一般会計繰入金（９，４６９万２千円）を除く純粋額は、１，６４４億４，３６２万５千円）

（１） 平成２０年度一般会計　　総額　３億６，９９０万５千円

≪　歳　入　≫

医療費が著しく低い市町（五島市、小値賀
町、新上五島町）に居住する被保険者の保
険料軽減分を県が補填するもの
（負担率：1/2）

　財政調整基金からの繰入金

　預金利子などの諸収入

１億７，５２０万２千円

歳 入 科 目

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

８千円

予 算 額 説 明

広域連合の運営に係る人件費、事務費等
に対する市町からの共通経費負担金

医療費が著しく低い市町（五島市、小値賀
町、新上五島町）に居住する被保険者の保
険料軽減分を国が補填するもの
（負担率：1/2）

４，７３４万７千円

１億１千円

４，７３４万７千円

合 計 ３億６，９９０万５千円

繰入金

その他

分担金及び負担金

1億7,520万2千円

（47.4%）

国庫支出金

4,734万7千円

（12.8%）

県支出金

4,734万7千円

（12.8%）

繰入金

1億1千円

（27.0%）

その他

8千円

（0.0%）

＜平成20年度一般会計～歳入構成～＞

平成２０年度　当初予算



≪　歳　出　≫

説 明

議会費 ２７７万７千円 　広域連合議会の運営に要する経費

歳 出 科 目 予 算 額

総務費 ２億６，６９３万５千円
派遣職員の人件費、事務局の借上料など
の広域連合の運営に要する経費

民生費 ９，４６９万２千円
歳入で受け入れた国庫支出金及び県支出
金（保険料軽減補填分）を特別会計へ繰り
出すもの

公債費 １千円
一時的な資金不足に対処するため、金融
機関等から借り入れる一時借入金に対す
る支払利子（存目計上）

予備費 ５５０万円
予算外の支出又は予算超過の支出に充て
るための経費

合 計 ３億６，９９０万５千円

議会費

277万7千円

（0.7%）

総務費

2億6,693万5千円

（72.2%）

民生費

9,469万2千円

（25.6%）

公債費

1千円

（0.0%）

予備費

550万円

（1.5%）

＜平成20年度一般会計～歳出構成～＞



（２） 平成２０年度後期高齢者医療特別会計　　総額　１，６４１億６，８４１万２千円

≪　歳　入　≫

歳 入 科 目 予 算 額 説 明

県支出金 １３１億２，５４４万３千円
被保険者が受けた給付費に係る県の負担
分（負担率：1/12）などを県から受け入れる
もの

支払基金交付金 ６８４億１,９１２万５千円
被保険者が受けた給付費に係る現役世代
からの支援金（負担率：約4割）について支
払基金から交付されるもの

特別高額医療費
共同事業交付金

５９４万円
著しく高額な医療費の発生による財政リス
クの緩和を図るために交付されるもの

繰入金 ８億９，９２２万１千円

一般会計からの繰入金（医療費乖離市町
の保険料軽減公費補填分）及び国の激変
緩和措置に基づき設置した臨時特例基金
からの保険料緩和措置分の繰入金

その他 １万２千円 預金利子などの諸収入

合 計 １,６４１億６，８４１万２千円

市町支出金 ２６１億７２２万５千円
市町が被保険者から徴収した保険料や被保
険者が受けた給付費に係る市町の負担分（負
担率：1/12）などを市町から受け入れるもの

国庫支出金 ５５６億１,１４４万６千円

被保険者が受けた給付費に係る国の負担
分（負担率：3/12）及び広域連合間の財政
調整のための交付金などを国から受け入れ
るもの

市町支出金

261億722万5千円

（15.9%）

国庫支出金

556億1,144万6千円

（33.9%）

県支出金

131億2,544万3千円

（8.0%）

支払基金交付金

684億1,912万5千円

（41.7%）

特別高額医療費

共同事業交付金

594万円

（0.0%）

繰入金

8億9,922万1千円

（0.5%）

その他

1万2千円

（0.0%）

＜平成20年度後期高齢者医療特別会計～歳入構成～＞

《市町支出金の内訳》
①療養給付費負担金

127億9,843万4千円（7.8%）
②保険料負担金

101億3,695万2千円（6.2%）
③保険基盤安定負担金

28億4,349万7千円（1.7%）
④事務費負担金

3億2,834万2千円（0.2%）



≪　歳　出　≫

歳 出 科 目 予 算 額 説 明

特別高額医療費
共同事業拠出金

６１１万円
著しく高額な医療費の発生による財政リス
クの緩和を図るための共同事業に対する拠
出金

１億５，５４０万円
後期高齢者医療の財政の安定化を目的に
県が設置する財政安定化基金への拠出金

県財政安定化
基金拠出金

総務費

予算外の支出又は予算超過の支出に充て
るための経費及び保険料の余剰分

その他 ７千円 保険料還付金などの諸支出金

保健事業費 ２億３，５３９万８千円
被保険者の健康診査及びはり、きゅう施術
費用に要する経費

公債費 ２１６万９千円
一時的な資金不足に対処するため、金融機
関等から借り入れる一時借入金に対する支
払利子

３億２，９１５万１千円
電算システム運用及びレセプト点検事業な
どの後期高齢者医療制度の運営に要する
経費

保険給付費 １,６２０億９，９１４万３千円
療養給付費、高額療養費、葬祭費などの被
保険者の医療給付に要する経費

合 計 １,６４１億６，８４１万２千円

予備費 １３億４，１０３万４千円

総務費

3億2,915万1千円

（0.2%）

保険給付費

1,620億9,914万3千円

（98.7%）

県財政安定化基金拠出

金

1億5,540万円

（0.1%）

特別高額医療費共同事

業拠出金

611万円（0.0%）

保健事業費

2億3,539万8千円

（0.2%）
公債費

216万9千円

（0.0%）

予備費

13億4,103万4千円

（0.8%）

その他7千円

（0.0%）

＜平成20年度後期高齢者医療特別会計～歳出構成～＞

《保険給付費の内訳》
①療養諸費（療養給付費、審査

支払手数料など）
1,608億8,975万2千円（98.0%）

②高額療養諸費

9億8,931万1千円（0.6%）
③葬祭費




